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公募型プロポーザル手続き開始のお知らせ 

 

次のとおり、提案書の提出を求めます。 

なお、本業務にかかる契約の締結は、当該業務に係る令和７年度予算が成立し、予算が配当される

ことを条件とします。 

 

令和７年３月１０日 

世田谷区 

 

１. 業務の概要 

（１）件名 

駒沢一丁目１番地区地区計画等策定支援業務委託 

（２）業務委託の内容 

＜令和７年度業務＞ 

①現況調査（土地利用現況調査等の分析と街づくりの課題や視点の整理） 

②現況調査等を踏まえた駒沢一丁目１番地区内の地区施設の配置検討 

③「基本的な考え方」、「保存範囲の考え方」及び建築基準法等関係法令・条例を踏まえた建築可

能床面積の算出に向けたボリュームチェックの検討等並びに建築に係る関係法令・条例等によ

る条件整理 

④地区計画等策定に向けた、意見交換会等で使用する各種説明素材・媒体の作成（模型等） 

⑤意見交換会（街づくり懇談会）の開催支援（２日、各２回、計４回程度） 

⑥意見交換会（街づくり懇談会）の開催案内原稿作成（２回程度） 

⑦東京都他関係機関との協議資料及び議事要旨の作成（適宜） 

⑧所有者等との協議資料の作成（適宜） 

＜令和８年度業務＞ 

①意見交換会（街づくり懇談会）の開催支援（４日、各２回、計８回程度) 

②意見交換会（街づくり懇談会）の開催案内原稿作成（４回程度） 

③地区計画等策定に向け検討する都市計画諸制度等に関し、意見交換会等で使用する各種説明素

材・媒体の作成 

④地区計画、地区街づくり計画及び用途地域等変更に係る図書（たたき台、素案）の作成 

⑤東京都他関係機関との協議資料の作成（適宜） 

⑥所有者等との協議資料の作成（適宜） 

＜令和９年度業務＞ 

①地区計画、地区街づくり計画（素案・原案）説明会支援（各１回) 

②地区計画、地区街づくり計画、用途地域等変更に係る図書（素案、原案）の作成 

③説明会の開催案内（素案、原案）原稿作成（各１回) 

④都市計画審議会及び区議会に係る資料の作成（適宜） 
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⑤東京都他関係機関との協議資料の作成（適宜） 

⑥法定手続きに係る縦覧図書の作成、印刷、意見書の整理 

⑦地区計画及び地区街づくり計画パンフレット版下原稿（Ａ４サイズ、８ページ程度）の作成 

⑧所有者等との協議資料の作成（適宜） 

⑨地区計画策定後に配布する「街づくり通信」の作成（１回） 

（３）履行期間 

契約の日から令和１０年３月上旬（予定）まで 

※契約は単年度ごとに行い、令和８年度以降の契約は前年度の履行内容が良好と認められる 

こと、かつ、当該契約に係る予算が区議会で議決され予算配当があることを条件とする。 

（４）対象区域（【別紙１】「対象区域図」参照） 

駒沢一丁目地区 （駒澤大学を除く駒沢一丁目の一部）及びお知らせ配布範囲 

 

２. プロポーザルに参加できる者の資格 

次の要件を全て満たすこと。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者でな

いこと。 

（２）世田谷区の競争入札参加者名簿に登録されていること。営業種目「都市計画・交通関係調査業

務」を有すること。 

（３）世田谷区から入札参加禁止又は指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４）都道府県民税・市町村民税を滞納していないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項に基づく更正手続き開始申立て又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項に基づく民事再生手続開始の申立て

をしていないこと。 

（６）都内区市又は東京都近郊政令指定都市（横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市）に

おける団地建替えや一定のまとまった３０００平米以上の土地利用転換を契機とした都市計画

法等に基づく地区計画等の策定業務の受託実績があること。 

※都内区市又は東京都近郊政令指定都市で歴史的建築物の保存・活用に関する各種計画等の

検討業務の受託実績があれば記載すること（参加資格ではないが加点対象とする）。 

（７）提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 

（８）事業者審査委員会委員が主宰、役員、顧問及び所属している団体でないこと。 

選定委員会の令和６年度の構成員は以下のとおり。 

委員長 世田谷総合支所長 加賀谷 実 

委 員 世田谷総合支所街づくり課長 菊池 正則 

委 員 都市整備政策部都市計画課長 松本 賢司 

委 員 教育委員会事務局生涯学習課長 渡邉 政基 
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３. 提案書の提出者を選定するための基準 

本件では、提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。 

 

４. 提案書を特定するための審査項目 

（１）企業実績 

（２）予定技術者の業務実績等 

（３）特定テーマに対する提案 

（４）業務実施体制 

（５）資料作成能力 

（６）工程計画 

 

５. 手続等 

（１）担当部課 

世田谷区世田谷総合支所街づくり課 （担当：佐藤、田中、岡澤、金濱） 

〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４－２２－３３（世田谷区役所西棟２階） 

電話：０３－５４３２－２８７２  ＦＡＸ：０３－５４３２－３０５５ 

（２）説明書の配布期間・配布場所及び配布方法 

①配布期間 令和７年３月１０日（月）から令和７年３月２４日（月）まで 

②配布場所及び方法 ア．世田谷総合支所街づくり課（上記（１））にて窓口配布 

（土、日、祝日を除く午前９時から午後５時まで） 

イ．世田谷区ホームページよりダウンロード 

（ホームページの検索メニュー→ページＩＤ「２２７３３」入力） 

（３）参加表明書の提出期間並びに提出場所及び方法 

①提出期間    

令和７年３月１０日（月）から令和７年３月２４日（月）午後５時まで（必着） 

②提出場所 

上記（１）に同じ 

③提出方法  

持参又は郵送（持参の場合は、土、日、祝日を除く午前９時から午後５時まで） 

（郵送の場合は、宅急便や書留等、送達確認ができるものに限る） 

（４）提案書等の提出期間並びに提出場所及び方法 

①提出期間 

令和７年３月２７日（木）から令和７年４月２４日（木）午後５時まで（必着） 

②提出場所 

上記（１）に同じ 

③提出方法  

持参又は郵送（持参の場合は、土、日、祝日を除く午前９時から午後５時まで） 

（郵送の場合は、宅急便や書留等、送達確認ができるものに限る） 
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６. その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約保証金：免除 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手先との随意契約によ

り締結する予定の有無：無 

（５）関連情報を入手するための窓口：上記５（１）に同じ 

（６）区は、この案件に参加する意思を表明した者及び提案書を提出した者の商号又は名称、提案書

を特定した理由（審査結果等）を、公表できるものとする。 

（７）詳細は、実施要領兼説明書による。 
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【別紙１】対象区域図 

 

対象区域：駒沢一丁目地区（駒澤大学を除く駒沢一丁目の一部）及びお知らせ配布範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世田谷区 

駒沢公園 

玉川通り 

駒沢一丁目 1番地区 

駒沢一丁目地区 

（駒澤大学を除く 

駒沢一丁目） 

旧林愛作邸 

設計：フランク・ロイド・ライト 

各種説明素材及び媒体 

作成想定範囲 

お知らせ配布範囲 

目黒区 


